
VOL.66
八尾市労働支援課　令和８年３月発行

ハラスメント対策・女性活躍推進等に関する改正ポイントのご案内…… 1
労働安全衛生法及び作業環境測定法改正の主なポイントについて…… 2
障害者の法定雇用率引上げについて…………………… 3
2027年４月１日より育成就労制度が開始されます…… 3
企業の奨学金返還支援（代理返還）制度の活用をご検討ください…… 3
雇用関係助成金のご案内………………………………… 4
八尾市無料職業紹介所の「会社説明会・面接会」……… 6

八尾市おしごとナビ……………………………………… 6
八尾市ワークサポートセンター………………………… 7
八尾市中小企業勤労者福祉サービスセンター………… 7
八尾市企業人権協議会に加入しませんか？…………… 8
公正な採用選考のために………………………………… 8
公正採用選考人権啓発推進員の選任と
　　　　　　　　　変更の報告はお済ですか？……… 8

CONTENTS

されます。

①ハラスメント対策強化に向けた改正ポイント

ハラスメント対策・女性活躍推進等
に関する改正ポイントのご案内
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ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている常用労働者数 50人未満の
事業場においても、ストレスチェックや高ストレス者への面接指導の実施が義務付けられま
した。国においても小規模事業者が円滑に制度改正に対応できるよう、50人未満の事業場
に即したストレスチェックの実施体制・実施手法についてのマニュアルの作成や、医師によ
る高ストレス者への面接指導の受け皿となる地域産業保健センター（地さんぽ）の体制拡充
などの支援が進められます。

③治療と仕事の両立支援の推進
職場における治療と仕事の両立を促進するために必要な措置を講じ
ることが事業者の努力義務となりました。また、国において、当該
措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を定めることとしてお
り、事業者の方には、指針に基づいた取り組みを行っていただく必
要があります。
詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。

②女性活躍の更なる推進に向けた改正ポイント

られます。られます。
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②女性活躍の更なる推進に向けた改正ポイント

労働総合施策推進法改正
（厚生労働省）

女性活躍推進法特集ページ
（厚生労働省）

治療と仕事の両立支援ナビ
（厚生労働省）

【ストレスチェック制度の流れ】
ストレスチェック

メンタルヘルス不調の未然防止

医師の面接指導 職場の環境改善
集団分析

高ストレス者 努
力
義
務

義
務
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企業の奨学金返還支援（代理返還）制度の活用をご検討ください

2024年6⽉に公布された改正⼊管法及び「外国⼈の育成就労の適正な実施及び育成就労外国⼈の保護に関する法律」（育成就労法）に
基づき、外国⼈技能実習制度を発展的に解消し、新たに育成就労制度が創設されることとなりました。施⾏⽇は2027年4⽉1⽇です。

詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。

高年齢労働者の労働災害の防止を図るため、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管理などの必要な措置を講ずることが事
業者の努力義務となりました。また、国において、事業者による措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を定めることとしており、事
業者の方には、指針に基づいた取り組みを行っていただく必要があります。

厚生労働省HP

2027年４月１日より育成就労制度が開始されます

厚生労働省HP

障害者の法定雇用率引上げについて

事業主のみなさまへ

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実
現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
この法定雇用率の引上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせいたします。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

令和年月令和６年４月令和年度
.％⇒２.５％⇒.％民間企業の法定雇用率

37.5人以上40.0人以上43.5人以上対象事業主の範囲

◆ 毎年月日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任（努力義務）

障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。（令和６年４月以降）Point
①

障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。

LL070401障02

除外率が、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ、令和年月日から以下のよ
うに変わりました。(これまで除外率が10％以下であった業種は除外率制度の対象外となりました。)

除外率除外率設定業種

５％・非鉄金属第一次製錬・精製業 ・貨物運送取扱業（集配利用運送業を除く）

１０％・建設業 ・鉄鋼業 ・道路貨物運送業 ・郵便業（信書便事業を含む）

１５％・港湾運送業 ・警備業

２０％・鉄道業 ・医療業 ・高等教育機関 ・介護老人保健施設 ・介護医療院

２５％・林業（狩猟業を除く）

３０％・金属鉱業 ・児童福祉事業

３５％・特別支援学校（専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く）

４０％・石炭・亜炭鉱業

４５％・道路旅客運送業 ・小学校

５０％・幼稚園 ・幼保連携型認定こども園

７０％・船員等による船舶運航等の事業

除外率が引き下げられました。（令和７年４月）Point
②

出入国在留管理庁HP
技能実習制度 育成就労制度

目　　的 ⼈材育成を通じた国際貢献 ⼈材育成と⼈材確保
在留資格 技能実習1号、2号、3号 育成就労

期　　間 1号（1年）、2号（2年）、
3号（2年） 原則3年

転　　籍
実習先の倒産などのやむを
得ない場合を除き、原則と
して認められない

やむを得ない場合に加え、
1〜2年経過で本⼈希望によ
り転籍可

前職要件 あり なし

帰国後の
技能活⽤

復職または送出機関が技能
を活⽤できる就職先をあっ
せんすることが求められる

なし

⽇本語能⼒の
要件 介護以外はなし あり

特定技能1号
への移⾏ 同⼀職種の場合、試験免除 試験合格が必要

技能実習制度との比較

障害者の法定雇用率が引き上げられます。（令和８年７月以降）

民間企業の法定雇用率

対象事業主の範囲

令和５年度
２. ３％

43.5人以上

令和６年４月
２. ５％

40.0人以上

令和８年７月
２. ７％

37.5 人以上
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雇用関係助成金のご案内
雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などにぜひご活用ください。

労働者の雇用維持を図る
雇用調整助成金
経営悪化による休業、教育訓練、出向を通じた雇用維持

産業雇用安定助成金
能登半島地震により事業縮小を余儀なくされた場合に、労働者の雇
用を確保するための在籍型出向を受け入れる等

在籍型出向を支援する
産業雇用安定助成金
スキルアップを在籍型出向により行い、出向復帰後の賃金を上昇

離職する労働者の再就職支援・中途採用を行う
早期再就職支援等助成金
離職を余儀なくされる労働者の再就職支援または早期雇い入れ後に賃金上昇
雇用期間の定めのない労働者の中途採用を拡大する
東京からの移住者を雇い入れる

新たに労働者を雇い入れる
特定求職者雇用開発助成金（★）継続雇用労働者としての雇い入れ
雇
用
対
象
者

高年齢者・障がい者（身体・精神・知的・発達）・難病患者
母子家庭の母等・就職氷河期世代を含む中高年層・生活保護受
給者等・成長分野に従事する就職困難者

トライアル雇用助成金（★）試行的に雇い入れ
雇
用
対
象
者

離職や転職を繰り返す者・障がい者
若年者または女性の建設労働者

産業雇用安定助成金
生産性向上に資する取組等に新たな人材を雇い入れる

障がい者の雇用環境の整備を図る
障害者作業施設設置等助成金（※）
障がい特性に応じた作業施設等の設置・整備

障害者福祉施設設置等助成金（※）
障がい者の福祉増進を図るための福祉施設等の設置・整備

障害者介助等助成金（※）
障がい者の介助または職場定着のための措置

職場適応援助者助成金（※）
職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援

重度障害者等通勤対策助成金（※）
通勤を容易にするための措置

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金（※）
重度障がい者を多数継続雇用する事業施設等の整備

障害者雇用相談援助助成金（※）
障がい者の雇入れや雇用継続のために必要な雇用管理に関する援助を実施

労働者の雇用環境の整備を図る
人材確保等支援助成金

対
象
内
容

人材確保や職場定着支援事業の実施
雇用管理制度や業務負担軽減機器等の導入による離職率低下の取組み
建設キャリアアップシステムを活用した雇用管理改善
若年、女性の入職・定着を図るため職場見学会、体験実習等実施
女性建設作業員や外国人労働者の雇用環境改善等
テレワークの導入

65歳超雇用推進助成金（※）
対
象
内
容

65歳以上への定年引上げの実施
高年齢者の雇用管理制度の整備等
無期雇用への転換

キャリアアップ助成金
対
象
者
有期雇用労働者等
（契約社員・パート・派遣社員など）

対
象
内
容

正規雇用労働者への転換
障がい者を正規雇用労働者等へ転換
賃金規定等の増額改定
正規雇用労働者と共通の賃金規定等を導入
賞与・退職金制度の導入
短時間労働者を新たに社会保険の被保険者とする際に処遇改善を実施

仕事と家庭の両立支援等に取り組む
両立支援等助成金（◆）

対
象
内
容

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境や業務体制を整備
介護支援プランを策定し、介護休業や介護両立支援制度を利用
育休復帰支援プランを策定し、育児休業の円滑な取得・職場復
帰に取り組む
育児休業や短時間勤務の期間中に他の労働者が業務を代替する
育児中の労働者が利用できる柔軟な働き方に関する制度を導入する
不妊治療、女性の健康課題に対応するための制度導入等

労働者の職業能力向上を図る
人材開発支援助成金

対
象
内
容

職務に関連した10時間以上の訓練等
有給の教育訓練休暇制度の導入・取得
建設関連の訓練・実習等
デジタルなど成長分野を支える人材育成を目的とした訓練
事業展開等に伴い新たな分野で必要となる訓練等

障害者能力開発助成金（※）
対
象
内
容
障がい者に対して能力開発訓練事業を実施

上記一覧の内容は変更になることがあります。
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「中退共」は国がサポートする
中小企業のための退職金制度です。

の退職金制度
人も、会社も

、元気にしよ
う！

安全 国の制度だから安心
掛金の一部を国が助成します。

有利 掛金は全額非課税
手数料もかかりません。

簡単 社外積立で管理が簡単
退職金資産額などもお知らせ。

〇パートタイマーさんも加入できます。
〇他の退職金・企業年金制度等とのポータビリティも可能です。

TEL（03）6907-1234

詳しくはホームページをご覧ください https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/中退共 検索

小規模企業共済国がつくった
安心 安全 小規模企業者のみなさま

個人事業主・フリーランス 小規模企業等の経営者・役員 個人事業の共同経営者

くわしくはウェブサイトをご覧ください。

小規模企業共済 検索

将来の生活安定資金に
小規模企業者が、引退後の生活安定
資金を積み立てる制度

無理なく積み立て
掛金月額は1,000円から設定でき、
途中で掛金の増額・減額が可能

今の経営のサポートにも
掛金は全額所得控除、また共済契約
者貸付で事業資金等の借入れも可能

1
P O INT

2
P O INT

3
P O INT

こんな方が
加入できます

オンラインで加入申込受け付け中

経営者のための積み立て式退職金制度

特定最低賃金件名 時間額 発効年月日

塗料製造業 1,191円 令和７年12月４日

鉄鋼業 1,185円 令和７年12月１日

生産用機械器具製造業・
業務用機械器具製造業など 1,197円 令和７年12月１日

電子部品・
電気機械器具製造業など 1,197円 令和７年12月４日

自動車・同附属品製造業 1,194円 令和７年12月１日

非鉄金属・電線・ケーブル
製造業など 1,180円 令和７年12月１日

自動車小売業 1,177円 令和７年10月16日

1,177円
（令和７年10月16日発効）

大阪府
最低賃金

パートタイム・臨時・派遣・アルバイト・嘱託等も適用
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令和6年度も、６月、９月、12月、
3月に開催し、約 300 名の求職者
の方が参加されました！

令和7年　６月
　　　　  ９月
　　　　12月
令和8年　3月

八尾商工会議所
八尾商工会議所
八尾商工会議所
八尾商工会議所

令和7年度  会社説明会•面接会予定令和 8年度　会社説明会・面接会予定

令和8年

令和9年

７

リニューアルしました
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お送りします。

木

八尾市労働支援課　TEL072-924-3860 
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刊行物番号　R7-197

適性・能力のみを基準
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